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首都直下地震における災害対応のボトルネック

＜ガレキ処理に関する具体的な課題＞

１．被災自治体の協定に実効性の裏づけを確認する。

２．実効性のある計画とするには、首都圏の実態

（道路網、空き地、廃棄物処理方法や処理能力など）

を熟知し、実行案を関係者と被災地の住民が情報共有

している必要がある。

３．シミュレーションを実施して実効性を検証する。

首都直下地震発生直後に8,800万ｔの震災廃棄物が発生
東京ﾄﾞｰﾑ73杯分（全国の自治体のごみ総排出量の21ヶ月分）
1人当り7.5ｔ（東京23区）､阪神・淡路大震災の約6倍

首都機能全体が麻痺 日本経済に大打撃！



☆阪神地区と東京２３区の都市構造の違い



災害廃棄物の処理方針

災害廃棄物の分別・リサイクルを進め減量化し、
最終的に残ったものを最終処分する。

災害に伴うものではあるが、

廃棄物の適性処理に努めることが必要
（市町村が包括的に処理することでリサイクルが可能）

※新潟県県民生活・環境部資料より

新潟県中越地震（2004.10）における対応



首都直下地震対策大綱（平成１７年9月）

http://www.bousai.go.jp/chubou/15/setsumei-siryo1.pdf

第５節

 

復旧・復興対策

１．震災廃棄物処理対策

極めて膨大な震災廃棄物量の発生は、道路閉塞等につながり応急活動

 
の阻害要因となり得る。早期の道路啓開を実現するためにも、被災地内

 
において、震災廃棄物の仮置き場所を確保する必要がある。

このため、地方公共団体は、あらかじめ仮置き場所としても利用可能

 
な空地をリスト化し、随時、情報を更新するなどにより、仮置き場の候

 
補となる場所、必要な箇所数を検討しておく。また、国、関係機関

 
の協力の下、震災廃棄物を順次被災地外にも運搬・

 
処理する場合も想定し、河川舟運や港湾を活用した

 
水上輸送体制を整備しておく。

また、地方公共団体は、国の協力の下、震災廃棄物処理計画の策定に

 
より、リサイクル対策や地方公共団体間の広域的な協

 
力体制の整備等具体的な処理対策を検討する。



東京都震災対策事業計画（平成17～19年度）

第４部

 

首都圏の防災ネットワークづくり
第１節

 

広域連携等の強化
１

 

広域防災ネットワークの強化
(3) 震災廃棄物対策の広域連携

震災時の廃棄物処理は、各区市町村が定めた

 
「地域防災計画」に基づいて、ゴミ、し尿およ

 
びがれきの処理を行う。都は、各区市町村から

 
の要請に基づき、都内での収集機材や中間処理

 
施設などについての調整を行う。さらに、被害

 
が広範囲に及ぶ場合、都内のみの調整では対応

 
が困難であることから、被災していない他の自

 
治体や民間の協力を得て、震災廃棄物処理対策

 
を行う必要がある。

このため、都では、震災廃棄物処理に関する

 
八都県市や１都９県との相互応援協定に基づい

 
た相互応援体制づくりを行っていく。

（環境局）

「被災していない他の地方自治体の協力」や「相互応援協定」な

 どが計画されているが、具体的に何をどうするのか、といった項

 目までは計画・検討されていない。



被災地

中継ステー
ション

中間処理
ヤード

広域再資源化
拠点

将来への投資

最終処分場

早期に搬出

復興資源として相当量を供給

埋立材等として活用できる

ものは資源として将来に投資

どうしても活用できないもの
は熱回収などもした上で
最終処分

①震災廃棄物を迅速かつ的確に被災地
より搬出

②震災廃棄物の相当量を「復興資源」
や「将来への投資」へ

③公共と民間のベストミックスを実現

JAPIC防災研究会の基本コンセプト

環境への
配慮

公共と民間の適切な役割分担

円滑な
復興



首都圏の早期復旧・復興のためには

環境に配慮しながら早期処理することが

最重要
 

＜目標は２年以内＞

①発災時における国の最高機関による
超法規的かつ一元的連携体制の確立（震災有事マニュアル）

②平常時における事前準備の実施
（具体的な行動計画案の作成、地域コンセンサス、教育等）

解 決 策

目 標

目標と解決策

東京都だけでも

 155ヶ月分の災

 害廃棄物が発生



環境に配慮した処理フロー（案）

 
木質系

可燃物
コンガラ金属

不燃物

その他
混合物

家電その他

処理困難物

木質系

木質系

鉄筋コン

鉄筋コン

金属

金属
可燃物

不燃物

その他
混合物

木質系

鉄筋コン

その他混合物

不燃物

コンガラ

コンガラ

コンガラ

コンガラ

木質系
（梁・柱類）

木質系
（家具類）

木質系

木質系

可燃物

可燃物

金属

金属 金属

不燃物

不燃物

不燃物

その他
混合物

家電その他

専門業者へ

可燃物

不燃物

その他
混合物

木質系

木質系

鉄筋コン

金属

可燃物

その他
混合物

木質系

鉄筋コン

不燃物

金属

不燃物
その他混合物

コンガラ

家電その他

鉄筋コンクリートは
中間処理ヤードで破砕して
コンガラ(30cm以内）と

金属（鉄筋）に分離

その他混合物は
中間処理ヤードで破砕して
可能な限り５品目に分別

不燃物は破砕して
運搬効率を高める

コンガラ

コンガラ

鉄筋コン

2～4ｔ2～4ｔ

10ｔ

中継ステーション

2～4ｔ 2～4ｔ

2～4ｔ 2～4ｔ

2～4ｔ

2～4ｔ

10ｔ

10ｔ 10ｔ 10ｔ

広域再資源化拠点、既設リサイクル基地、既設清掃工場など

現地（発生場所）

中間処理ヤード

10ｔ 10ｔ10ｔ

10ｔ 10ｔ

諸室残骸物

10ｔ

既存処分場へ

分別・再資源化
が基本



現地

中継ｽﾃｰｼｮﾝ
※運搬効率を高める積替え基地

中間処理ﾔｰﾄﾞ
※コンガラ、混廃等の破砕ヤード粗分別

域内処理

積出基地

広域再資源化拠点 最終処分

再利用

広域連携処理

※上記以外に既存処理施設を経由するフローもある

発災時の対応

迅速な情報収集

非常事態宣言

あるべき処理フローと個別課題

震災廃棄物処理体制の確立
・緊急指令体制の整備
・ガレキ処理ルールの統一

解体・輸送の合理化・効率化
・資機材、人材のタイムリーな手配
・効率的なガレキ輸送体制

過密地域における処理スペースの確保
・公園､民地､河川敷などの利用
・“持つ”地域と“持たざる”地域の平準化

臨海部等における広域連携による

 
積出基地の確保

十分な容量の広域処理・広域

 
再資源化体制が必要(平常時

 
の事業性確保を含む）

再利用・最終処分の計

 
画立案



準備１：緊急統合指令センター機能の充実

首相
国の関係機関

国交省・総務相・防
衛省など

関係自治体

八都県市

民間

緊急統合指令センター(仮称）
①緊急時の情報の収集

②状況判断、最適配分､指示

②非常事態宣言

①緊急情報
③協力要請

③超法規的対応指示

③協力要請

迅速な情報収集 非常事態宣言

計測震度6 
強を観測



準備２：緊急車両支援システムの整備



準備３：域内の仮置き場確保

 

木質系置場 
10ｍ×16ｍ 

金属置場 
10ｍ×18ｍ 

家電置場 
10ｍ×12ｍ 

工事用道路 W=10ｍ 

入口 

出口 

接続 
道路 

可燃物置場 
10ｍ×14ｍ 

BH 1 台 

 

 

小割ﾔｰﾄﾞ 60ｍ×60ｍ 

積込ﾔｰﾄﾞ 20ｍ×60ｍ 

不燃物置場 
10ｍ×16ｍ 

工事用道路 W=10ｍ 

工事用道路 W=10ｍ 

 
混廃置場 
30ｍ×30ｍ 

   

入口 

出口 

接続 
道路 

ｶﾞﾚｷ 

ｶﾞﾚｷ 

機 械

機 械

機 械

機 械

機 械

機 械

Ｂ Ｈ

Ｂ Ｈ

Ｂ Ｈ

集積用 BH2 台 

小割用機械 6 台

積込用 BH1 台 
給排水設備 
10ｍ×14ｍ 

分別置場 
20ｍ×30m 

処理ｽﾍﾟｰｽ 
20ｍ×30ｍ 

Ｂ Ｈ

 

中間処理ヤード例（100m×100ｍ）中継ステーション例（30ｍ×30ｍ）

・輸送効率を高めるための積替え基地
・居住用家屋から多く搬出される木質系、可燃
物、金属、家電を取り扱う

・面積（イメージ）は1,000～2,000㎡程度で、
100ｈａに１箇所程度設置

・コンクリートガラ、不燃物、混合廃棄物を取扱い、二次分別
（ｅｘ.鉄筋とコンクリートガラの分離、混合廃棄物の分別など）
の機能を有する

・初期は一部道路啓開のための混在廃棄物の受入・処理機能も果たす。
・面積（イメージ）は１ha以上で、300haに１箇所程度設置

中継ステーション
中間処理ヤード

仮設住宅建設予定用地な

 どとの競合の事前調整



準備４：地域ブロック化・連携体制の検討



LWL

HWL
アクセス路の整備

構台基礎構造物の整備

全体計画を事前に計画・設計

震災前

LWL

HWL

構台本体を設置し、集積場所として活用

震災時

がれき類集積場所

河川敷上空空間の活用（案）

中間処理ヤード

震災廃棄物搬入 空車両動線



準備５：ﾘﾀﾞﾝﾀﾞﾝｼｰのある緊急輸送ﾈｯﾄﾜｰｸの検討

中間処理ヤード

コンパクトＩＣ

震災廃棄物搬出ルート

コンパクトＩＣ

河川敷道路の活用

舟運の活用

（仮称）地域災害
復旧道路

防災拠点

河川

高速道路

高速道路



準備６：臨海部等における積出基地の事前整備

 

220m 

トラックスケール 

投入ステージ 

管理事務室 

仮置きヤード 

既存施設 

搬入口 

 

投入ステージ 

トラックスケール 

管理事務室

100m

350m

仮置きヤード 

搬入口 

投入ステージ

仮置きヤード

トラックスケール

管理事務室

400m

400m

桟橋

搬入口

鉄鋼埠頭レイアウト案

川崎コンテナターミナル周辺
レイアウト案

扇島レイアウト案



準備７：広域処理・広域再資源化体制の確立

富津エコタウン

川崎エコタウン

蘇我エコロジーパーク

彩の国資源循環工場

中防・城南島
スーパーエコタウン

※写真、図は各HPから引用

広域再資源化体制のイメージ



準備８：震災廃棄物の再利用計画の立案

・海面処分場
・ランドフィル島構想
・その他の有効利用方策

大阪湾フェニックスのよう
にリサイクル資源を広域で
活用できる新たな計画を立
て、外郭施設を先行して建
設しておく。

埋立処理

受入れ先の確保が課題首都圏以外の地域にがれき
を運搬し、集積・処理する。

域外処理

・公共事業・民間工事への利用
・港湾区域での埋立材として利用
・海域環境改善への利用の可能性

（東京湾奥部深堀跡地の埋戻し、
浅場・干潟造成）

リサイクル率を向上させる
ため、新たなリサイクル
ルート（需要先）を確保す
る。

首都圏内でリ
サイクル処理
を促進

広大なストックヤードが必要長期の時間をかけて処理す
る

首都圏内でリ
サイクル処理長期

中期

短期

課題・摘要内 容処理方法処理期間

・海面処分場
・ランドフィル島構想
・その他の有効利用方策

大阪湾フェニックスのよう
にリサイクル資源を広域で
活用できる新たな計画を立
て、外郭施設を先行して建
設しておく。

埋立処理

受入れ先の確保が課題首都圏以外の地域にがれき
を運搬し、集積・処理する。

域外処理

・公共事業・民間工事への利用
・港湾区域での埋立材として利用
・海域環境改善への利用の可能性

（東京湾奥部深堀跡地の埋戻し、
浅場・干潟造成）

リサイクル率を向上させる
ため、新たなリサイクル
ルート（需要先）を確保す
る。

首都圏内でリ
サイクル処理
を促進

広大なストックヤードが必要長期の時間をかけて処理す
る

首都圏内でリ
サイクル処理長期

中期

短期

課題・摘要内 容処理方法処理期間

 

埋立地

地盤改良
（ＣＤＭ）

地盤改良
（ＳＣＰ）

しゃ水シート

海底地盤（粘性土層）

基礎捨石 砂岩ズリ

被覆石

裏埋土

ケーソン

緩傾斜護岸と浅場  

地盤改良
（ＳＣＰ）

地盤改良
（ＳＣＰ）

海底地盤（粘性土層）

しゃ水シート
被覆石

地盤改良
（ＳＣＰ）

被覆ブロック 中詰石
盛砂工（砂岩ズリ） （砂岩ズリ）

埋立地

二
重
鋼
管
矢
板

地盤改良（ＣＤＭ）

鋼管矢板式護岸ケーソン式護岸



関連する法制度（１）

場所 項目 非常時のｱｸｼｮﾝ 関連法規

域

内

処

理

現場 解体 被災判定要員の確保 －

所有者不在時の解体 民法、個人情報保護

 法、建築基準法

作業車の道路上の不法駐車 道路交通法、道路法

粗分別 震災廃棄物の一元管理 廃棄物処理法

騒音、煤塵などの２次公害 環境基本法

所有権不明のガレキの処理 民法、廃棄物処理法

道路上のガレキの粗分別処理 道路法

中間処

 理ヤー

 ド

破砕・分別

 処理
騒音、煤塵などの２次公害 環境基本法

仮置き場 公園･河川敷などを仮置き場とし

 て使用
河川法、公園法

市町村･区をまたぐガレキの移

 動･処理(ﾌﾞﾛｯｸ化)
廃棄物処理法



関連する法制度（２）

場所 項目 非常時のｱｸｼｮﾝ 関連法規

広

域

処

理

広域再

 資源化

 拠点

広域仮置き

 場
都県をまたぐガレキの移動･処理 廃棄物処理法

再資源化 再資源化後の資材への活用 循環型社会形成推進

 基本法、廃棄物処理

 法

東京湾 埋立 緊急の埋立 港湾法、公有水面埋

 立法
環境影響評価法



関連する法制度（３）

場所 項目 非常時のｱｸｼｮﾝ 関連法規

情報･指

 示
ＧＩＳによる一元統括管理 電波法、個人情報保護

 法

緊急複

 合輸送

 ネット

 ワーク

道路輸送 搬送トラック等に対する費用

 清算
廃棄物処理法

過積載の許可 道路運送車両法

他用途トラックのガレキ輸送

 の許可
廃棄物処理法

不法投棄回避のための車両監

 視（GPS）
電波法

ガレキ輸送に関する有料道路

 料金の割引・免除
高速道路株式会社法

河川敷道路のガレキ輸送 河川法

舟運・海運

ネ

 ッ

 ト

 ワ

 ー

 ク



がれき処理に必要な資源（民間力）

項目 必要な資源（民間力）

マネジメント 370人体制

延べ：37万人

解体 必要人員数

 
：延べ175万人

必要機械台数：延べ44万台

粗分別 必要人員数

 
：延べ3,470万人

必要機械台数：延べ27万台

輸送 必要トラック台数：延べ1820万台

（10t車換算）

中間処理 必要人員数

 
：延べ410万人

必要機械台数：延べ100万台

処理ライン

 
：93セット

※JAPIC試算



連携

首都圏の震災廃棄物問題を「国家的リスク」と位

 置づけ、既存組織や地域、あるいは官民のボーダーを越え

 て、この問題に取り組むことが必要

まずは検討･推進組織が必要！
－

 
政府において検討する体制の設置

 
－

必要なことは・・・

国

地域 民間

この方法は，東海地震（震災廃棄物：6.2年分），東南

 海・南海地震（同：10.４年分）でも適用できる．

処理に14.4年もかかる
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